
規 則

○ 三重県国民健康保険調整交付金の交付に関する規則の一部を改正する規則 (生 活 保 障 室) �

議 会 規 則

○ 三重県議会会議規則の一部を改正する規則 (議 会 事 務 局) �

○ 三重県議会傍聴規則の一部を改正する規則 ( 同 ) �

人事委規則

○ 三重県人事委員会規則��―� (職員の勤務時間､ 休暇等に関する規則) の一部を
改正する規則 (人 事 委 員 会) �

○ 三重県人事委員会規則�―��(地域手当に関する規則) の一部を改正する規則 ( 同 ) �

人事委

教育委
規則

○ 公立学校職員の勤務時間､ 休暇等に関する規則の一部を改正する規則…………………
人 事 委 員 会

�
教 育 委 員 会

○ 公立学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則 ( 同 ) �

病院事業庁管理規程

○ 三重県病院事業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改
正する管理規程 (病 院 事 業 庁) �

○ 三重県病院事業庁看護師修学資金貸与規程の一部を改正する管理規程 ( 同 ) �

告 示

○ 平成��年度自衛官の募集期間､ 採用試験の試験期日､ 試験場の位置及び名称その
他必要な事項 (市町行財政室) �

○ 障害者自立支援法の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定 (障 害 福 祉 室) 	

○ 特定第�号漁業者の同意が要件に適合している旨 (団 体 支 援 室) 	

○ 漁船損害等補償法の規定による付保の同意を求める旨の届出及びその関係調書の縦覧 (水 産 室) �


公安委告示

○ 幹部交番､ 交番､ 警察官駐在所及び検問所の名称､ 位置及び所管区の一部改正 (公 安 委 員 会) �


訓 令

○ 三重県公文書管理規程の一部を改正する訓令 (法務・文書室) �


議 会 訓 令

○ 三重県議会委員会傍聴規程 (議 会 事 務 局) ��

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証を行った旨 (Ｎ Ｐ Ｏ 室) ��

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証申請があった旨及びその関係書類の縦覧 ( 同 ) ��

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証を行った旨 ( 同 ) ��

○ 同件 ( 同 ) ��

○ 同件 ( 同 ) ��

○ 土地改良区役員の就任の届出 (農 地 調 整 室) ��

○ 公共測量が終了した旨の通知 (公 共 用 地 室) ��

○ 開発行為に関する工事の完了 (建 築 開 発 室) ��

○ 一般競争入札を行う旨 (出 納 局) �


○ 同件 ( 同 ) ��

○ 同件 ( 同 ) ��

○ 同件 (教 育 委 員 会) ��

○ 同件 ( 同 ) ��
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規規
則則

議議
会会

規規
則則

三
重
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

三
重
県
知
事

野

呂

昭

彦

三
重
県
規
則
第
九
十
二
号

三
重
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
七
年
三
重
県
規
則
第
七
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
イ
中

｢

第
二
十
六
条
の
五｣

の
下
に

｢
(

規
則
第
二
十
七
条
の
十
四
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

｣

を
加
え
、｢

同
期
間
の
請
求
に
係
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
特
定
療
養
費｣

を

｢

同
期
間
の
請
求
に
係
る
一
般
被
保
険
者
に

係
る
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給

(

規
則
第
二
十
七
条
の
十
四
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
二
十
六
条
の
五
の
規
定
に

よ
る
も
の
を
除
く
。)

に
要
し
た
費
用
の
額
で
あ
っ
て
当
該
年
度
の
十
二
月
末
日
現
在
に
お
い
て
審
査
決
定
し
て
い
る
も
の
の
額
、

同
期
間
の
請
求
に
係
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
保
険
外
併
用
療
養
費｣
に
、｢

同
期
間
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
特
定
療
養

費｣

を

｢

同
期
間
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給

(

規
則
第
二
十
七
条
の
十
四
の
三
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
規
則
第
二
十
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。)

に
要
し
た
費
用
の
額
、
同
期
間
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に

係
る
保
険
外
併
用
療
養
費｣

に
改
め
、｢

(

食
事
療
養｣

の
下
に

｢

及
び
生
活
療
養｣
を
加
え
、｢

当
該
食
事
療
養
に
係
る
療
養
費
及

び｣

を

｢

当
該
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
に
係
る
療
養
費
並
び
に｣

に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
号
中

｢

特
定
療
養
費｣

を

｢

保
険
外
併
用
療
養
費｣

に
改
め
、｢

食
事
療
養｣
の
下
に

｢

及
び
生
活
療
養｣

を
加
え
、

同
条
第
三
号
中

｢

同
条
第
四
号｣

を

｢

同
項
第
三
号｣

に
改
め
る
。

第
七
条
中

｢

受
理
し
た
と
き
は｣

を

｢

受
理
し
た
場
合
に
お
い
て｣

に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中

｢

平
成
十
七
年
度｣

を

｢

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
三
重
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
規
則

(

以
下

｢

新
規

則｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
度
分
の
三
重
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
年
度
の
九

月
三
十
日
以
前
の
期
間
に
係
る
新
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
普
通
調
整
交
付
金
の
額
の
算
定
及
び
新
規
則
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
地
域
特
別
調
整
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

三
重
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

三
重
県
議
会
議
長

藤

田

正

美

三
重
県
議
会
規
則
第
一
号

三
重
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
議
会
会
議
規
則

(

昭
和
三
十
一
年
三
重
県
議
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

配
布｣

を

｢

配
付｣

に
、｢

(

第
二
十
八
条
―
第
三
十
七
条)｣

を

｢(

第
二
十
八
条
―
第
三
十
七
条
の
二)｣

に
、｢

(

修
正
案
を
議
題
と
す
る
時
期)｣

を

｢(

修
正
案
の
説
明)｣

に
、｢

及
び
数
字
等｣

を

｢

、
数
字
等｣

に
、

｢

第
三
十
七
条

(

委
員
会
の
中
間
報
告)

｢

第
三
十
七
条

(

委
員
会
の
中
間
報
告)｣

を

に
、｢

第
四
十
二
条

(

議

第
三
十
七
条
の
二

(

再
審
査
の
た
め
の
付
託)｣

｢

第
四
十
二
条

(

議
事
進
行
の
発
言)

事
進
行
の
発
言)｣

を

に
、｢

第
四
十
六
条

(

質
疑
又
は
討
論
の
終
結)｣

を

第
四
十
二
条
の
二

(

質
問)

｣

｢

第
四
十
六
条

(

質
疑
、
質
問
又
は
討
論
の
終
結)

に
、｢

(

発
言
の
取
消)｣

を

｢(

発
言
の
取
消
し
又
は
訂
正)｣

に
、

第
四
十
六
条
の
二

(

選
挙
及
び
表
決
時
の
発
言
制
限)｣
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｢

第
五
十
条
の
二

(

委
員
の
議
案
修
正)

｢
第
五
十
条
の
二

(

委
員
の
議
案
修
正)｣

を

に
、

｢

第
六
十
七
条

(

請
願

第
五
十
条
の
三

(

分
科
会
又
は
小
委
員
会)｣

｢

第
六
十
七
条

(

請
願
書
の
記
載
事
項)

｢

第
八

書
の
記
載
事
項)｣

を

に
、｢

第
八
十
六
条

(

懲
罰
の
審
査)｣

を

第
六
十
七
条
の
二

(

請
願
の
紹
介
の
取
消
し)｣

第
八

十
六
条

(
懲
罰
の
審
査)

に
改
め
る
。

十
六
条
の
二

(
代
理
弁
明)｣

第
一
条
第
一
項
中

｢
到
着
し
、
議
長
に
そ
の
旨
を｣

を

｢

参
集
し
、
そ
の
旨
を
議
長
に｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢
は
か
つ
て
決
め
る｣

を

｢

諮
っ
て
定
め
る｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

は
か
つ
て｣

を

｢

諮
っ
て｣

に
改

め
る
。

第
三
条
第
一
項
中

｢

会
期
の｣
を

｢

毎
会
期
の｣

に
、｢

決
め
る｣

を

｢

定
め
る｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

�

会
議
に
付
さ
れ
た
事
件
を
す
べ
て
議
了
し
た
と
き
は
、
会
期
中
で
も
議
会
の
議
決
で
閉
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中

｢

あ
つ
た｣
を

｢

あ
っ
た｣

に
、｢

繰
上｣

を

｢

繰
上
げ｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

繰
上｣

を

｢

繰
上
げ｣

に
、｢

は
か
つ
て｣

を

｢

諮
っ
て｣
に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
項
中

｢

あ
つ
た｣

を

｢

あ
っ
た｣
に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
項
中｢

欠
く
お
そ
れ
が
あ
る｣

を｢
欠
く
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

至
つ
た｣

を

｢

至
っ
た｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中

｢

あ
つ
て
は｣

を

｢

あ
っ
て
は｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中

｢

連
署
し
て｣

を

｢

連
署
し
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
四
人
以
上
の
賛
成
者
と
と
も
に
連
署
し
て｣

に

改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

前
項｣

を

｢

前
二
項｣

に
、｢

配
布｣

を

｢
配
付｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

�

委
員
会
が
議
案
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
案
を
そ
な
え
、
理
由
を
付
け
、
委
員
長
名
を
も
っ
て
、
議
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
中

｢

規
則｣

を

｢

会
議
規
則｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
中

｢

五
人｣

を

｢

四
人｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
中

｢

先
立
つ
て｣

を

｢

先
立
っ
て｣

に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中

｢

は
か
つ
て｣
を

｢
諮
っ
て｣

に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中

｢

な
つ
た｣

を

｢

な
っ
た｣

に
、｢

承
認｣

を

｢

許
可｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
会
議
の
議
題
と
な
る
前
に
お
い
て
は
、
議
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�

前
項
の
許
可
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
件
に
つ
い
て
は
文
書
に
よ
り
、
動
議
に
つ
い
て
は
文
書
又
は
口
頭
に
よ
り
、
提

出
者
か
ら
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
中

｢

同
一
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
会
期
中
は｣

を

｢

事
件
に
つ
い
て
は
、
同
一
会
期
中
は｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中

｢

配
布｣

を

｢

配
付｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

及
び
会
議｣

を

｢

、
会
議｣
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中

｢

配
布｣

を

｢

配
付｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中

｢

は
か
つ
て｣

を

｢

諮
っ
て｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

で
き
な
か
つ
た｣

を

｢

で
き
な
か
っ
た｣

に
、

｢

終
ら
な
か
つ
た｣

を

｢

終
わ
ら
な
か
っ
た｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中

｢(

選
挙
の
宣
告)｣

を
削
り
、｢

議
場
の
出
入
口
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

を

｢

職
員
を
し
て
議
場
の
出

入
口
を
閉
鎖
さ
せ
、
出
席
議
員
数
を
報
告
す
る｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中

｢

配
布
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

を

｢

配
付
さ
せ
た
後
、
配
付
漏
れ
の
有
無
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

議
席
順
に｣

を

｢

議
長
の
指
示
に
従
っ
て
、
順
次
、｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中｢

終
つ
た｣

を｢

終
わ
っ
た｣

に
、｢

投
票
洩
れ｣

を｢

投
票
漏
れ｣

に
、｢

あ
つ
た｣

を｢

あ
っ
た｣

に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中

｢

は
か
つ
て｣

を

｢

諮
っ
て｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

聞
い
て｣

を

｢

聴
い
て｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中

｢

は
か
つ
て｣

を

｢

諮
っ
て｣

に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
中

｢

あ
わ
せ
て｣

を

｢

併
せ
て｣

に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
中

｢

会
議
事
件｣

を

｢

事
件｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中

｢

は
か
つ
て｣

を

｢

諮
っ
て｣

に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中

｢

会
議
事
件｣

を

｢

会
議
に
付
す
る
事
件｣

に
改
め
、｢

(

請
願
の
委
員
会
付
託)｣

及
び

｢

先
づ｣

を
削

り
、｢

聞
き｣

を

｢

聴
き｣

に
、｢

は
か
り
、
所
管
の
委
員
会
に
審
査
を
付
託
す
る｣

を

｢

諮
り
、
所
管
の
常
任
委
員
会
又
は
議
会
運

営
委
員
会
に
付
託
す
る｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
議
会
の
議
決
で
特
別
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
九
条
第
四
項
中

｢

質
疑
質
問
に
対
し｣

を

｢

質
疑
及
び
質
問
に
対
し
、｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第

三
項
中

｢

議
決
で｣

を

｢

会
議
に
諮
っ
て｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

｢

互
に｣

を

｢

互
い
に｣

に
、
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｢

会
議
事
件｣

を

｢

事
件｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中

｢

は
か
つ
て｣

を

｢

諮
っ
て｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

�
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
提
出
に
係
る
議
案
は
、
委
員
会
に
付
託
し
な
い
。
た
だ
し
、
会
議
に
諮
っ
て
付
託
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条
中

｢(

委
員
会
の
報
告
書)｣

を
削
り
、｢

ま
つ
て｣

を

｢

待
っ
て｣

に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中

｢

な
つ
た｣

を

｢

な
っ
た｣

に
改
め
、｢

報
告
し
、
次
い
で
少
数
意
見
者
で
第
五
十
六
条

(

少
数
意
見
の

留
保)

第
二
項
の
手
続
き
を
行
つ
た
者
が
少
数
意
見
の｣

を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

｢

前
項｣

を

｢

前
二
項｣

に
、｢
報
告
書
又
は
少
数
意
見
報
告
書
を
配
布
し
、
若
し
く
は｣

を

｢

報
告
書
若
し
く
は
少
数
意
見
報
告
書
を
配
付

し
、
又
は｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

�

第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
行
っ
た
者
は
、
前
項
の
報
告
に
次
い
で
少
数
意
見
の
報
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
少
数
意
見
が
二
個
以
上
あ
る
と
き
の
報
告
の
順
序
は
、
議
長
が
定
め
る
。

第
三
十
二
条
の
見
出
し
を

｢(

修
正
案
の
説
明)｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

少
数
意
見
者｣

を

｢

少
数
意
見｣

に
、｢

終
つ
た｣

を

｢

終
わ
っ
た｣

に
、｢

修
正
案
を
議
題
と
し
、
発
議
者
を
し
て
説
明
さ
せ
る｣

を

｢

修
正
案
の
説
明
を
さ
せ
る｣

に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
中

｢

つ
い
て
は
、
修
正
案
の
提
出
者
又
は
説
明
者｣

を

｢

関
し
て
は
、
事
件
又
は
修
正
案
の
提
出
者
及
び
説
明
の
た

め
の
出
席
者｣

に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中

｢

終
つ
た｣

を

｢

終
わ
っ
た｣

に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
中

｢

及
び
数
字
等｣

を

｢

、
数
字
等｣
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
二
項
中

｢

終
る｣

を

｢

終
わ
る｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

終
ら
な
か
つ
た｣

を

｢

終
わ
ら
な
か
っ
た｣

に
改

め
、｢

(

付
託
事
件
を
議
題
と
す
る
時
期)｣

を
削
り
、｢

求
め
た
う
え｣
を

｢

求
め
た
上｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
中

｢

必
要
が
あ
る｣

を

｢

必
要
が
あ
る
と
認
め
る｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

�

委
員
会
は
、
そ
の
審
査
又
は
調
査
中
の
事
件
に
つ
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
長
に
申
し
出
て
、
中
間
報

告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

再
審
査
の
た
め
の
付
託)

第
三
十
七
条
の
二

議
会
は
、
委
員
会
の
審
査
又
は
調
査
を
経
て
報
告
さ
れ
た
事
件
で
、
な
お
審
査
又
は
調
査
の
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
更
に
そ
の
事
件
を
同
一
又
は
他
の
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
八
条
た
だ
し
書
中

｢

許
し｣

を

｢

許
可｣

に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中｢

終
つ
た｣

を｢

終
わ
っ
た｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中｢

当
つ
て
も｣

を

｢

当
た
っ
て
も｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

�

発
言
通
告
書
に
は
、
質
疑
に
つ
い
て
は
そ
の
要
旨
を
、
討
論
に
つ
い
て
は
反
対
又
は
賛
成
の
別
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条
第
一
項
中

｢

こ
え
て
は｣

を

｢

超
え
て
は｣

に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
二
項
中

｢

は
か
つ
て｣

を

｢

諮
っ
て｣

に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

質
問)

第
四
十
二
条
の
二

議
員
は
、
県
の
一
般
事
務
に
つ
い
て
、
議
長
の
許
可
を
得
て
、
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

質
問
者
は
、
議
長
の
定
め
た
期
間
内
に
、
議
長
に
そ
の
要
旨
を
文
書
で
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
五
条
第
二
項
中

｢

終
る｣

を

｢

終
わ
る｣

に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
の
見
出
し
中

｢

質
疑｣

を

｢

質
疑
、
質
問｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

質
疑
質
問｣

を

｢

質
疑
、
質
問｣

に
、

｢

終
つ
た｣

を

｢

終
わ
っ
た｣

に
、｢

そ
の
終
結｣

を

｢

、
そ
の
終
結｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�

質
疑
、
質
問
又
は
討
論
が
続
出
し
て
容
易
に
終
結
し
な
い
と
き
は
、
議
員
は
、
そ
の
終
結
の
動
議
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
六
条
第
三
項
中｢

は
か
つ
て｣

を

｢

諮
っ
て｣

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

選
挙
及
び
表
決
時
の
発
言
制
限)

第
四
十
六
条
の
二

選
挙
及
び
表
決
の
宣
告
後
は
、
何
人
も
発
言
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
選
挙
及
び
表
決
の
方
法

に
つ
い
て
の
発
言
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
七
条
の
見
出
し
を

｢(

発
言
の
取
消
し
又
は
訂
正)｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

、
自
己
の
発
言
を
取
り
消
す｣

を

｢

自
己
の
発

言
を
取
り
消
し
、
又
は
議
長
の
許
可
を
得
て
発
言
の
訂
正
を
す
る｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
発
言
の
訂
正
は
、
字
句
に
限
る
も
の
と
し
、
発
言
の
趣
旨
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
五
十
条
中

｢

聞
く｣

を

｢

聴
く｣

に
、｢

あ
つ
た｣

を

｢

あ
っ
た｣

に
改
め
る
。

第
五
十
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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(

分
科
会
又
は
小
委
員
会)

第
五
十
条
の
三

委
員
会
は
、
審
査
又
は
調
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
分
科
会
又
は
小
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中

｢

及
び
期
間
等
に
つ
き
、｣

を

｢

、
期
間
等
に
つ
い
て｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

法
第
百
九
条
の
二

第
三
項｣
を

｢

法
第
百
九
条
の
二
第
四
項｣

に
、｢

と
き
も
、
ま
た
同
様
と
す
る｣

を

｢

と
き
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る｣

に

改
め
る
。

第
五
十
四
条
中

｢
及
び
経
費
等｣

を

｢

、
経
費
等｣

に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
一
項
中

｢

委
員
会
が
閉
会
中
も
な
ほ｣

を

｢

委
員
会
は
、
閉
会
中
も
な
お｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

は
か
ら

な
け
れ
ば｣

を

｢

諮
ら
な
け
れ
ば｣

に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
中

｢

委
員
会
が｣
を

｢

委
員
会
は
、｣

に
、｢

終
つ
た｣

を

｢

終
わ
っ
た｣

に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
中

｢

と
ろ
う
と｣

を

｢

採
ろ
う
と｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
六
十
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�

前
項
た
だ
し
書
の
表
決
に
お
い
て
、
異
議
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
議
長
は
、
可
決
の
旨
を
宣
告
す
る
。
た
だ
し
、
議
長
の

宣
告
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
議
長
は
、
起
立
に
よ
り
表
決
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
三
条
第
一
項
中

｢

議
長
が
起
立
に
よ
つ
て｣
を

｢

議
長
は
、
起
立
に
よ
っ
て｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

と
ら
な
け
れ

ば｣

を

｢

採
ら
な
け
れ
ば｣

に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中

｢

よ
つ
て｣

を

｢

よ
っ
て｣

に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
中

｢

第
二
十
一
条

(

議
場
の
出
入
口
閉
鎖)

、
第
二
十
二
条

(

投
票)

、
第
二
十
三
条

(

投
票
の
終
了)

、
第
二
十
四

条

(

開
票
及
び
投
票
の
効
力)

、
第
二
十
五
条

(

選
挙
結
果
の
報
告)
第
一
項
、
第
二
十
六
条

(

選
挙
に
関
す
る
疑
義)

及
び
第
二

十
七
条

(

選
挙
関
係
書
類
の
保
存)｣

を

｢

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
及
び
第
二

十
七
条｣

に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
第
二
項
中

｢

と
ら
な
け
れ
ば｣

を

｢

採
ら
な
け
れ
ば｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

と
る｣

を

｢

採
る｣

に
改
め
、

同
項
た
だ
し
書
中

｢

は
か
つ
て｣

を

｢

諮
っ
て｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

と
る｣
を

｢

採
る｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

よ

つ
て｣

を

｢

よ
っ
て｣

に
改
め
る
。

第
六
十
七
条
第
一
項
中

｢

、
請
願
者
の｣

を

｢

並
び
に
請
願
者
の｣

に
、｢

あ
つ
て
は｣
を

｢
あ
っ
て
は｣

に
、｢

議
長｣

を

｢

、

議
長｣

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

請
願
の
紹
介
の
取
消
し)

第
六
十
七
条
の
二

議
員
が
請
願
の
紹
介
を
取
り
消
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
会
議
の
議
題
と
な
っ
た
後
に
お
い
て
は
議
会
の
許
可
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
会
議
の
議
題
と
な
る
前
に
お
い
て
は
、
議
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

前
項
の
許
可
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
書
に
よ
り
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
八
条
第
一
項
中

｢

配
布｣

を

｢

配
付｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

、
氏
名
、
紹
介
議
員｣

を

｢

及
び
氏
名
並
び
に
紹
介

議
員｣

に
改
め
る
。

第
七
十
条
第
二
項
中

｢

あ
つ
た｣

を

｢

あ
っ
た｣

に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
第
一
項
中

｢

意
見
を
付
け
、｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

�

委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
請
願
の
審
査
結
果
に
意
見
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
二
条
中

｢

議
長
は
、
陳
情
書
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
そ
の
内
容
が
請
願
に
適
合
す
る｣

を

｢

陳
情
書
又
は
こ
れ
に
類

す
る
も
の
で
、
議
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る｣

に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
中

｢

あ
つ
た｣

を

｢

あ
っ
た｣

に
改
め
る
。

第
七
十
四
条
第
二
項
中

｢

何
人
も｣

を

｢

何
人
も
、｣

に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
第
一
項
中

｢

辞
表
書｣

を

｢

辞
表｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

前
項
の
辞
表
は
、｣

を

｢

前
項
の
辞
表
の
提
出
が

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を｣

に
、｢

は
か
つ
て｣

を

｢

諮
っ
て｣

に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
第
一
項
中

｢

辞
表
書｣

を

｢

辞
表｣

に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
中

｢

要
求
の
理
由｣

を

｢

そ
の
理
由｣

に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
中

｢

要
求
に
つ
い
て
は｣

を

｢

場
合
に
お
い
て
は｣

に
、｢

第
二
十
九
条

(

議
案
等
の
説
明
、
質
疑
及
び
委
員
会
付

託)

第
三
項｣

を

｢

第
二
十
九
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
八
十
条
第
二
項
中

｢

互
に｣

を

｢

互
い
に｣

に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
第
一
項
中

｢

登
つ
て
は｣

を

｢

登
っ
て
は｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

会
議
に
必
要
な
も
の
の
外
は｣

を

｢

、
会

議
に
必
要
な
も
の
の
ほ
か
は｣

に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
中

｢

会
議
中
は｣

を

｢

何
人
も
、
会
議
中
は
、｣

に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
中

｢

す
べ
て｣

を

｢

法
又
は
こ
の
会
議
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、｣

に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中

｢

は
か
つ
て｣
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成

��
年
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月

��
日

第
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号
三

重
県

公
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(
�
)

人人
事事
委委
規規
則則

を
｢

諮
っ
て｣

に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
第
一
項
中

｢

も
つ
て｣

を

｢

も
っ
て｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

あ
つ
た｣

を

｢

あ
っ
た｣

に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
第
一
項
中

｢

は
か
り｣

を

｢

諮
り｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
二
十
九
条

(

議
案
等
の
説
明
、
質
疑
及
び
委
員

会
付
託)
第
三
項｣

を

｢

第
二
十
九
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

代
理
弁
明)

第
八
十
六
条
の
二

議
員
は
、
自
己
に
関
す
る
懲
罰
動
議
及
び
懲
罰
事
犯
の
会
議
又
は
委
員
会
で
一
身
上
の
弁
明
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、
議
会
又
は
委
員
会
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
他
の
議
員
を
し
て
代
わ
っ
て
弁
明
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
七
条
中

｢

よ
つ
て｣

を

｢

よ
っ
て｣

に
改
め
る
。

第
九
十
二
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

�

議
事
は
、
録
音
そ
の
他
議
長
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
記
録
す
る
。

第
九
十
三
条
の
見
出
し
中

｢

配
布｣
を

｢

配
付｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

そ
の
写
し
を｣

を

｢

又
は
当
該
会
議
録
に
記
載
さ
れ
た
事

項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク

(

こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。)

を

作
成
し
て
、｣

に
、｢

配
布｣

を

｢

配
付｣

に
改
め
る
。

第
九
十
四
条
第
一
項
中

｢

会
議
録｣

を

｢

前
条
の
会
議
録｣

に
、｢

取
消
を｣

を

｢

取
消
し
を｣

に
改
め
、｢

(

発
言
の
取
消)｣

を
削
り
、｢

取
消
し
た｣

を｢

取
り
消
し
た｣

に
、｢
掲
載
し
な
い｣

を｢

掲
載
又
は
記
録
し
な
い｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
九
十
五
条
中｢

三
名｣

を

｢

三
人｣

に
改
め
る
。

第
九
十
六
条
第
二
項
中

｢

当
た
つ
て
は｣

を

｢

当
た
っ
て
は｣
に
改
め
る
。

第
九
十
七
条
中

｢

規
則｣

を

｢

会
議
規
則｣

に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中

｢

は
か
つ
て｣

を

｢

諮
っ
て｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
重
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

三
重
県
議
会
議
長

藤

田

正

美

三
重
県
議
会
規
則
第
二
号

三
重
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
議
会
傍
聴
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
重
県
議
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

傍
聴｣

を

｢

会
議
の
傍
聴｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
重
県
人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
七
年
三
重
県
条
例
第
一
号)

の
規
定
に
基
づ
き
、

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
二

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し

ま
す
。平

成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

渡

辺

八

尋

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
二

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
二

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
十
一
号
中

｢

生
後
満
一
年
六
月｣

を

｢

生
後
満
一
年
九
月｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
重
県
人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
三
重
県
条
例
第
六
十
七
号)

の
規
定
に
基
づ
き
、
三
重

県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
三

(

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

渡

辺

八

尋

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
三

(

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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人人
事事
委委
規規
則則

教教
育育
委委

三
重
県
人
事
委
員
会
及
び
三
重
県
教
育
委
員
会
は
、
公
立
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
七
年
三
重
県

条
例
第
二
号)

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
立
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
し
ま
す
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

渡

辺

八

尋

三
重
県
教
育
委
員
会
委
員
長

山

根

一

枝

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則

公
立
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

公
立
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
七
年

第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則

改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
十
五
号
中

｢

生
後
満
一
年
六
月｣

を

｢

生
後
満
一
年
九
月｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
重
県
人
事
委
員
会
及
び
三
重
県
教
育
委
員
会
は
、
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
年
三
重
県
条
例
第
十
号)

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
立
学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

渡

辺

八

尋

三
重
県
教
育
委
員
会
委
員
長

山

根

一

枝

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則

公
立
学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

公
立
学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
八
年

第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則

る
。

｢
｢

附
則
別
表
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

�

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
公
立
学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則(

以
下｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日

(

以
下

｢

適
用
日｣

と
い
う
。)

か
ら
適
用
す
る
。

�

適
用
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
改
正
前
の
公
立
学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
に
規

定
す
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
に
基
づ
き
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
年
三
重
県
条
例
第
十
号)

の
規
定

に
よ
り
適
用
日
以
後
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
新
規
則
に
規
定
す
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
に
基
づ
く
給
与
の
内
払
と

み
な
す
。

百
分
の
一

第
三
条
第
二
項
に
掲
げ
る
地
域

別
に
定
め
る
地
域

百
分
の
一

百
分
の
一
・
七

別
に
定
め
る
地
域

第
三
条
第
二
項
に
掲
げ
る
地
域

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
三

(

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
｢

附
則
別
表
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則
�

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則

(

以
下

｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
、

平
成
十
八
年
四
月
一
日

(

以
下

｢

適
用
日｣

と
い
う
。)

か
ら
適
用
す
る
。

�

適
用
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
改
正
前
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
に
規
定
す
る
地
域
手
当

の
支
給
割
合
に
基
づ
き
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
三
重
県
条
例
第
六
十
七
号)

の
規
定
に
よ
り
適
用
日
以
後

の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
新
規
則
に
規
定
す
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
に
基
づ
く
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

百
分
の
一

第
三
条
第
二
項
に
掲
げ
る
地
域

別
に
定
め
る
地
域

百
分
の
一

百
分
の
一
・
七

別
に
定
め
る
地
域

第
三
条
第
二
項
に
掲
げ
る
地
域



三
重
県
告
示
第
861号

自
衛
隊
法
施
行
令
(昭
和
��年
政
令
第
���号

)
第
���条

及
び
第
���条

第
�
項
の
規
定
(同
令
第
���条

に
お
い
て
そ
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
｡)
に
よ
り
､
平
成

��年
度
自
衛
官
(
�
等
陸
士
､

�
等
海
士
及
び

�
等
空
士
)
の
募
集
期
間
､
採

用
試
験
の
試
験
期
日
､
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
し
ま
す
｡

平
成
��年

��月
�	日

三
重
県
知
事

野
呂

昭
彦

�
募
集
期
間

平
成

��
年

��
月

�	
日

第
����

号
三

重
県

公
報

(
�
)

病病
院院
事事
業業
庁庁
管管
理理
規規
程程

告告
示示

三
重
県
病
院
事
業
庁
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公

布
し
ま
す
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

三
重
県
病
院
事
業
庁
長

浦

中

素

史

三
重
県
病
院
事
業
庁
管
理
規
程
第
十
五
号

三
重
県
病
院
事
業
庁
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

三
重
県
病
院
事
業
庁
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程

(

平
成
十
一
年
三
重
県
病
院
事
業
庁
管
理
規

程
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

(

第
六
条
の
読
替
え)

�

当
分
の
間
、
採
用
に
よ
る
欠
員
の
補
充
が
特
に
困
難
で
あ
る
と
管
理
者
が
認
め
る
も
の
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
職
員
に
つ
い
て

は
、
第
六
条
第
二
項
中

｢

百
分
の
十
五｣

と
あ
る
の
は

｢

百
分
の
三
十｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

三
重
県
病
院
事
業
庁
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

三
重
県
病
院
事
業
庁
長

浦

中

素

史

三
重
県
病
院
事
業
庁
管
理
規
程
第
十
六
号

三
重
県
病
院
事
業
庁
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

三
重
県
病
院
事
業
庁
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
規
程

(

平
成
十
八
年
三
重
県
病
院
事
業
庁
管
理
規
程
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

県
外
に
あ
る｣

を
削
る
。

第
二
条
第
二
号
中

｢(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)｣

及
び

｢(

県
外
に
あ
る
も
の
に
限
る
。)｣
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第

三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中

｢(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号)｣

を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

一

学
校
教
育
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

に
規
定
す
る
高
等
学
校

(

県
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。)
を
卒
業
し
、

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号)

第
二
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校

(

県
内
に
あ
る
も
の

に
限
る
。)

に
在
学
し
て
い
る
者

第
三
条
第
一
号
中

｢

前
条
第
一
号｣

の
下
に

｢

又
は
第
二
号｣

を
加
え
、
同
条
第
二
号
中

｢

前
条
第
二
号｣

を

｢

前
条
第
三
号｣

に
改
め
る
。

第
四
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

高
等
学
校
の
卒
業
証
明
書(

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
二
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
学
校(

県
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。)

に
在
学
し
て
い
る
者
に
限
る
。)

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



平成��年�月､ �月採用 (第�回)

平成��年�月��日まで

� 採用試験の試験期日

平成��年�月､ �月採用 (第�回)

平成��年�月�	日

� 試験場の位置及び名称

津市久居新町�
	 陸上自衛隊久居駐屯地

� その他必要な事項

� 応募資格

ア 平成��年�月�日現在､ ��歳以上�
歳未満である男子

イ 日本国籍を有する者

ウ 自衛隊法第��条第�項に規定する欠格条項に該当しない者

� 受付場所等

ア 自衛隊三重地方協力本部 (本部)

津市桜橋�丁目��(電話 
	�－���－�
��)

��������������������������������  �����"�#"$���%�����������������

イ 自衛隊三重地方協力本部 四日市地域事務所

四日市市鵜の森�丁目��－�� 阿部ビル�階 (電話 
	�－�	�－�
��)

ウ 自衛隊三重地方協力本部 津募集案内所

津市本町��－�� オキナマンション�階 (電話 
	�－���－����)

エ 自衛隊三重地方協力本部 伊勢地域事務所

伊勢市神久�丁目�－	� 角屋ビル�階 (電話 
	�&－��－���
)

オ 自衛隊三重地方協力本部 伊賀地域事務所

伊賀市緑ヶ丘東町�
��－� (電話 
	�	－��－&
�
)

カ 自衛隊三重地方協力本部 熊野地域事務所

熊野市井戸町�
�－��(電話 
	�
－�	－����)

三重県告示第862号

障害者自立支援法 (平成�
年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 次のとおり指定障害福祉サービス事

業者を指定しました｡

平成��年��月�&日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

三重県告示第863号

次の区域及び区分に係る漁業災害補償法 (昭和��年法律第�	�号) 第�
�条第�項の規定による特定第�号漁業

者の同意は､ 同項に規定する要件に適合しているものと認めます｡

平成��年��月�&日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

平 成 ��年 ��月 �&日 第 ����号三 重 県 公 報 (�)

事業所番号 事業者の名称
事業者の主たる
事務所の所在地

事業所の名称 事業所の所在地
障 害 福 祉
サービスの種類

指 定
年月日

���



��
 有限会社若芽
松阪市久保町��

番地

ホームケアわかめ
松阪市久保町��

番地

居宅介護
平成��年
�月�日

���



��
 有限会社若芽
松阪市久保町��

番地

ホームケアわかめ
松阪市久保町��

番地

重度訪問介護
平成��年
�月�日

区 域 区 分

若松区域 (鈴鹿市漁業協同組合のうち若松の地区)
小型底びき網漁業及び篭漁業 (総トン数�
トン未満の漁
船により主として底びき網及び篭を使用して営む漁業)

安乗区域 (志摩の国漁業協同組合の地区のうち安乗の地
区)

中型まき網漁業 (合計総トン数�
トン以上�
トン未満の
漁船によるものをいう｡) 及び雑魚定置漁業



三重県告示第864号

漁船損害等補償法施行令 (昭和��年政令第��号) 第�条第�項の規定に基づき､ 漁船損害等補償法 (昭和��年

法律第��号) 第���条第�項の規定による指定漁船の付保の同意を求める旨の届出がありましたので､ 同令第�

条第�項の規定により次のとおり告示します｡

平成��年��月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 届出事項

	 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成��年��月��日から平成�
年�月�日まで

� 縦覧場所

志摩市志摩町布施田��
 布施田漁業協同組合

三重県公安委員会告示第150号

幹部交番､ 交番､ 警察官駐在所及び検問所の名称､ 位置及び所管区 (昭和
�年三重県公安委員会告示第�号)

の一部を次のように改正し､ 公表の日から施行します｡

平成��年��月��日

三重県公安委員会委員長 水 谷 令 子

表津南警察署の項中 ｢戸木町｣ の次に ｢､ 青葉台一丁目､ 青葉台二丁目｣ を加え､ 同表松阪警察署の項中 ｢松

阪市嬉野中川町｣ を ｢松阪市嬉野中川新町四丁目｣ に改め､ ｢嬉野野田町｣ の次に ｢､ 嬉野中川新町一丁目､ 嬉

野中川新町二丁目､ 嬉野中川新町三丁目､ 嬉野中川新町四丁目｣ を加える｡

三重県訓令第28号

庁 中 一 般

地 域 機 関

三重県公文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定めます｡

平成��年��月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

三重県公文書管理規程の一部を改正する訓令

三重県公文書管理規程 (平成��年三重県訓令第�号) の一部を次のように改正する｡

第��条第�項中第�号を第�号とし､ 第�号の次に次の�号を加える｡

� 個人情報の有無及び存否区分の存否を記入又は入力すること｡

第��条第�項に次の�号を加える｡

� 開示用件名については､ 個人情報等非開示情報 (三重県情報公開条例第�条各号に掲げる非開示情報をい

う｡) に該当するおそれのある情報を記入又は入力しないこと｡

第�号様式中

｢ ｢

を

｣
に､

｣

平 成 ��年 ��月 ��日 第 ��
�号三 重 県 公 報(��)

公公 安安 委委 告告 示示

訓訓 令令

取扱
区分

通常 書留 配達証明 内容証
明 電報 速達 配達記録 ファ
クシミリ 電子メール 総合文
書管理システム ＬＧＷＡＮ文
書交換
その他 ( )

取扱
区分

通常 書留 配達証明 内容証
明 電報 速達 配達記録 ファ
クシミリ 電子メール 総合文
書管理システム ＬＧＷＡＮ文
書交換
その他 ( )

個人
情報

存否
区分

志摩市 浜田 春芳 布施田 布施田漁業協同組合

志摩市 坂口 新一 布施田 布施田漁業協同組合

発 起 人
加 入 区

漁船損害等補償法第���条第�項の申
出をする漁業協同組合住 所 氏 名



｢
を
｣

｢

に､

｣

｢注 � 回議は､ 必要最小限の範囲に止めること｡

� コンピュータシステムにより起案様式を作成する場合は､ この様式に準じて作 を

成することができる｡ ｣

｢注 � 開示用件名に個人情報等非開示情報が記載されていないか注意すること｡

� 回議は､ 必要最小限の範囲に止めること｡

� コンピュータシステムにより起案様式を作成する場合は､ この様式に準じて作 に

成することができる｡ ｣

改める｡

附 則

この訓令は､ 平成��年�月�日から施行する｡

三重県議会委員会傍聴規程をここに公布します｡

平成��年��月��日

三重県議会議長 藤 田 正 美

三重県議会訓令第７号

三重県議会委員会傍聴規程

(趣旨)

第�条 この規程は､ 三重県議会委員会条例 (昭和	�年三重県条例第�
号) 第��条第�項の規定に基づき､ 委員

会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする｡

(傍聴席)

第�条 傍聴席は､ 議員席､ 一般席及び県政記者席に区分する｡

� 一般席の定員は､ 各委員会��人とする｡

(県政記者の傍聴)

第�条 三重県議会傍聴規則 (昭和	�年三重県議会規則第�号) 第�条第�項の規定による傍聴章の交付を受け

た県政記者は､ 委員会を傍聴することができる｡

(傍聴人)

第
条 この規程において ｢傍聴人｣ とは､ 議員及び傍聴章の交付を受けた県政記者以外の者で､ 委員会傍聴券

(別記様式) の交付を受け､ 委員会の傍聴をしようとする者をいう｡

(傍聴の受付)

第�条 傍聴の受付は､ 委員会開会予定時刻の	�分前から議事堂�階の案内所で行う｡

� 傍聴を希望する者 (以下 ｢傍聴希望者｣ という｡) は､ 傍聴受付票の交付を受けるものとする｡

(傍聴希望者が定員以下となった場合の傍聴人の決定方法)

第�条 委員会開会予定時刻の��分前に傍聴希望者が定員以下となった場合､ 傍聴受付票の番号順に順次定員ま

でを傍聴人とし､ 委員会傍聴券を交付する｡

(傍聴希望者が定員を超えた場合の傍聴人の決定方法)

第�条 委員会開会予定時刻の��分前に傍聴希望者が定員を超えた場合は､ それまでに受け付けた傍聴希望者の

うちから抽選の方法により傍聴人を決定し､ 委員会傍聴券を交付する｡

(傍聴人の退室による補充の傍聴人の決定方法)

第�条 傍聴人の退室により補充を行う場合は､ 議事堂�階の案内所で待機している傍聴希望者のうち､ 傍聴受

付票の番号順に順次定員までを傍聴人とし､ 委員会傍聴券を交付する｡

(委員会室への入室､ 退室等)

平 成 ��年 ��月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)

議議 会会 訓訓 令令

標 題

標 題

開示用件名



第�条 傍聴人は､ 係員の指示に従い､ 静粛に委員会室へ入らなければならない｡

� 委員会傍聴券は､ 発行当日に限り有効とする｡

� 傍聴人は､ 傍聴を終え退室しようとするときは､ 委員会傍聴券を議事堂�階の案内所に返還しなければなら

ない｡

(委員会室に入ることができない者)

第��条 次の各号のいずれかに該当する者は､ 委員会室に入ることができない｡

� 張り紙､ ビラ､ 掲示板､ プラカード､ 旗､ のぼり､ 垂れ幕の類を携帯している者

� はち巻､ 腕章､ たすき､ ゼッケン､ ヘルメットの類を着用し､ 又は携帯している者

� 笛､ ラッパ､ 太鼓その他の楽器の類又は拡声器､ ラジオその他の音響装置の類を携帯している者

� 酒気を帯びていると認められる者

� その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

� 委員長は､ 必要と認めたときは､ 傍聴人に対し､ 係員をして､ 前項第�号から第�号までに規定する物品を

携帯しているか否かを質問させることができる｡

� 委員長は､ 前項の質問を受けた者がこれに応じないときは､ その者の入場を禁止することができる｡

(傍聴人の守るべき事項)

第��条 傍聴人は､ 傍聴するときは､ 静粛を旨とし､ 次の事項を守らなければならない｡

� 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと｡

� はち巻､ 腕章､ たすき､ ゼッケン､ ヘルメットの類を着用し､ 又は張り紙､ 旗､ 垂れ幕の類を掲げる等示

威的行為をしないこと｡

� 大声を発する等騒ぎ立てないこと｡

� 楽器の類､ 音響装置の類その他により騒音を発する行為をしないこと｡

� 飲食又は喫煙をしないこと｡

� その他委員会室の秩序を乱し､ 又は議事の妨害となるような行為をしないこと｡

(係員の指示)

第��条 傍聴人は､ すべて係員の指示に従わなければならない｡

(違反に対する措置)

第��条 傍聴人がこの規程に違反するときは､ 委員長は､ これを制止し､ その命令に従わないときは､ これを退

場させることができる｡

� 委員長は､ 前項の規定により退場を命ぜられた者については､ 当日の入場を禁止することができる｡

(その他)

第�	条 この規程に定めるもののほか､ 傍聴に関し必要な事項は委員長がこれを決定する｡

附 則

この規程は､ 公布の日から施行する｡

別記様式 (第
条関係)

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第�号) 第��条第�項に規定する特定非営利活動法人の設立の認証を行

いましたので､ 三重県特定非営利活動促進法等施行規則 (平成��年三重県規則第�
号) 第�条第�項の規定によ

り､ 次のとおり公告します｡

平 成 ��年 ��月 ��日 第 ��	�号三 重 県 公 報(��)

公公 告告

○○委員会・申出書番号

委員会傍聴券

年 月 日
(当日限り有効)

三重県議会



平成��年��月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 認証年月日

平成��年��月��日

� 認証に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人伊賀ネットワーク

� 代表者の氏名

大野 貢

� 主たる事務所の所在地

伊賀市馬場����番地の	

� 定款に記載された目的

この法人は､ 介護保険を利用する高齢者や障害者自立支援法を利用する障害者 (児) に対する生活支援及

び地域住民に対する啓発に関する事業を行い､ もって地域住民の社会福祉向上に寄与する事を目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第
号) 第��条第	項の規定により､ 特定非営利活動法人の定款の変更

の認証の申請がありましたので､ 同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 次のとおり公告

します｡

なお､ 関係書類は､ 三重県生活部ＮＰＯ室及び各県民センターに備え置いて､ 平成�
年�月��日まで縦覧に供

します｡

平成��年��月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 申請のあった年月日

平成��年��月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人介護専門・アニマルセラピー協会わんとほーむ

� 代表者の氏名

川村 貫慈

� 主たる事務所の所在地

三重郡川越町大字豊田字豊福�
�番地

� 定款に記載された目的

この法人は､ ホームヘルパー�級及び�級､ 介護福祉士､ 看護師､ 作業療法士､ 理学療法士等の資格所有

者のみが受講可能である､ アニマルセラピー専門士 (在宅動物介在専門士) を養成するスクールを開校し､

当協会にて認定された者のみが､ 介護予防におけるアニマルセラピーの実施を可能とし､ 現在全国の病院や

施設などで行われている動物介在療法・動物介在活動及び教育よりも､ 様々な知識・経験・実績を持った専

門職による質の高いサービス提供をしていく事が可能となる｡ 更に､ その質の高いアニマルセラピーを実施・

普及させると共に､ 保健所等で捕獲されている殺処分予定の犬を引き取り､ その犬をセラピードッグとして

育成し､ 少しでも多くの犬の命を救い､ 動物愛護・福祉へ貢献していく事も目的とする｡ 又､ 将来的には介

護保険加入者が､ アニマルセラピーを安い単価にてサービスが受けられるよう､ 介護予防におけるアニマル

セラピーの重要性を県市町村及び国へ､ 研究や実践を通し訴えていき､ アニマルセラピーが介護保険に適用

される社会の実現を目指し､ 在宅を中心として生活している高齢者・障害者・不登校児・嗜癖問題者及びそ

の家族､ 又､ それらに関わる全ての人々に対する社会参加や社会復帰､ 及び自立を支援すると共に､ 心豊か

な社会生活の実現に寄与する事を目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第
号) 第��条第	項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の認

証を行いましたので､ 三重県特定非営利活動促進法等施行規則 (平成��年三重県規則第�
号) 第�条第�項の規

定により､ 次のとおり公告します｡

平成��年��月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

平 成 ��年 ��月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)



� 認証年月日

平成��年��月��日

� 認証に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人ｓｋｙ

� 代表者の氏名

中村 章子

� 主たる事務所の所在地

伊勢市小俣町新村���番地�

� 定款に記載された目的

この法人は､ なんらかの手助けを希望する人々を対象にたすけあいの精神に基づいた福祉サービス活動を

受手と担い手が対等な関係を保ちつつ行い､ その活動を軸にし､ 老人､ 子供､ ハンデーキャップを持った人

達が安心して暮らしていくことのできる地域社会の創設に努め､ もって福祉の向上及び社会全体の利益の増

進に寄与することを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成�	年法律第
号) 第��条第�項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の認

証を行いましたので､ 三重県特定非営利活動促進法等施行規則 (平成�	年三重県規則第�
号) 第�条第�項の規

定により､ 次のとおり公告します｡

平成��年��月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 認証年月日

平成��年��月��日

� 認証に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人みえ青少年先導指導会

� 代表者の氏名

末松 則子

� 主たる事務所の所在地

鈴鹿市白子駅前��番地の��

� 定款に記載された目的

この法人は､ 青少年に対して､ 指導､ 育成に関する事業を行う事により､ 青少年犯罪を未然に防止し､ 地

域社会に寄与することを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成�	年法律第
号) 第��条第�項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の認

証を行いましたので､ 三重県特定非営利活動促進法等施行規則 (平成�	年三重県規則第�
号) 第�条第�項の規

定により､ 次のとおり公告します｡

平成��年��月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 認証年月日

平成��年��月��日

� 認証に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

特定非営利活動法人ＭＣサポートセンター

� 代表者の氏名

松岡 典子

� 主たる事務所の所在地

桑名市大字西別所�	�番地

� 定款に記載された目的

この法人は､ 母子の健全育成をサポートするため､ 女性と子どもに対して､ 体と心の育成の支援に関する

事業を行い､ もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする｡

平 成 ��年 ��月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第��項の規定により､ 次の土地改良区から役員の就任の届出があ

りました｡

平成��年��月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

市場土地改良区 (四日市市市場町����番地)

就任理事

四日市市市場町����番地の� 石 垣 信 正

〃 〃 ����番地 舘 倉 一

〃 〃 ����番地 相 馬 敏

〃 〃 ����番地 齋 藤 和 美

〃 〃 �	��番地� 谷 口 正 美

就任監事

四日市市市場町�
��番地 齋 藤 禎 璋

測量法 (昭和��年法律第���号) 第
�条において準用する同法第��条第�項の規定により､ 次の公共測量が平

成��年�	月��日に終了した旨､ 桑名市長から通知がありました｡

平成��年��月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 作業種類

公共測量 (基準点測量及び現況図作成)

� 作業地域

桑名市寿町二丁目､ 桑栄町､ 駅元町､ 有楽町及び中央町一丁目大字東方

都市計画法 (昭和�
年法律第�		号) 第��条第�項の規定により許可しました開発行為に関する工事は､次の

とおり完了しました｡

平成��年��月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

平 成 ��年 ��月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名

平成��年
��月�日

亀山市住山町字石塚���－�ほか
筆

鈴鹿市国府町字石丸����－��
有限会社メガテック
代表取締役 駒 月 康 久
鈴鹿市三日市南
丁目���
駒 月 康 久

平成��年
��月�日

伊勢市小俣町本町��	�
大阪府大阪市北区大淀中�丁目�－��
積水ハウス株式会社
代表取締役 和 田 勇

平成��年
��月�日

亀山市亀田町津船
�
－�ほか�筆
〃 〃 眞船
��ほか�筆 �工区

多気郡明和町大字金剛坂�
��
池田建設株式会社
代表取締役 池 田 幸 弘

平成��年
��月��日

伊勢市神久�丁目
��
伊勢市村松町�
��－�
有限会社輝報企画
代表取締役 田 中 秋 彦

平成��年
��月��日

員弁郡東員町大字長深字道進����－�
桑名市東正和台�丁目�－�
伊 藤 和 広
伊 藤 朋 佳

平成��年
��月��日

亀山市布気町大岨���－�ほか�筆
多気郡明和町大字大淀���
－��
株式会社土屋建設
代表取締役 土 屋 忠

平成��年
��月��日

三重郡菰野町大字千草字東江野�	��－�
�ほか�
筆

三重郡菰野町大字菰野�	��－�
木家研究所株式会社
代表取締役 服 部 幸 毅

平成��年
��月��日

三重郡菰野町大字神森���－�の一部ほか�筆
四日市市十七軒町�－��
ネッツトヨタノヴェル三重株式会社
代表取締役 永 井 宏 明



次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県会計規則 (昭和��年三重県規則第��号) 第��条の規定により

公告します｡

平成��年��月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 入札に付する事項

� 委託業務名

平成��年度建設資材価格特別調査 (第	回) 業務

� 委託業務の特質等

委託業務に関し､ 三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する特質等を有することが必要です｡

� 委託期間

契約締結の日から平成��年
月��日 (金) までとします｡

� 委託業務履行場所

三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する場所

	 入札参加者の資格に関する事項

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者でなければなりません｡

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第��号) 第���条の�の規定に該当しない者であること｡

� 三重県会計規則 (以下 ｢規則｣ といいます｡) 第�
条第	項に規定する入札参加資格者名簿に登録されて

いる者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡


 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる証明書等を平成��年�月�日 (火) 午後�時��分までに�の�の場

所に提出しなければなりません｡

なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡

� 過去	年の間に国 (公社､ 公団及び独立行政法人を含みます｡)､ 県又は他の地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を締結し､ 当該契約を履行した実績の有無を示す証明書

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その
 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過去�

月以内に発行したものです｡) の写し

� 三重県に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去�月

以内に発行したものです｡) の写し

� 入札手続等に関する事項

� 担当部局

〒���－���
 三重県津市広明町��番地

三重県出納局出納総務室 担当 土性､ 加納

電話 
��－���－����

� 入札説明書 (仕様書) の配布方法

�の場所で､ 平成��年��月��日 (火) から平成��年�月�日 (火) まで (三重県の休日を定める条例 (平

成元年三重県条例第	号) 第�条に規定する休日を除きます｡) の午前�時�
分から午後�時��分まで配布

します｡

� 入札書提出の日時及び場所

日時 平成��年�月��日 (金) 午前��時

平 成 ��年 ��月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)

平成��年
��月��日

桑名市多度町香取字高割���番�
桑名市多度町香取��
石 川 千代子

平成��年
��月��日

松阪市小津町字大坪���－�外�筆
松阪市小津町���
石 原 徳 則

平成��年
��月��日

松阪市伊勢寺町字中谷垣内���－�ほか�筆
愛知県稲沢市天池五反田町�
株式会社サークルＫサンクス
代表取締役 土 方 清

平成��年
��月��日

三重郡川越町大字北福崎字宮下���
三重郡川越町大字南福崎��

松 岡 正 道



場所 三重県津市広明町��番地

三重県庁 �階 第���会議室

� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡

� 入札方法等に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人が行うものとします｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任

状を提出するものとします｡

なお､ 再度入札をすることもありますので､ 開札には原則として､ 本人又はその代理人が立ち会うもの

とします｡

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 入札書に記載された金額の���分の�に相当する額を加算した金額 (当該

金額に�円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって契約金額としますので､

入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額

の���分の���に相当する金額を記載するものとします｡

ウ 入札保証金

入札保証金は､ 入札価格の���分の�以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

エ 契約保証金

契約保証金は､ 契約金額の���分の��以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した業務を履行できると三重県知事が判断した入札者であって､ 規則第		条の規

定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者及び規則第

�
条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は､ 無効とします｡

� その他

� 契約書作成の要否

要

� 入札の中止

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡

� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県会計規則 (昭和��年三重県規則第��号) 第��条の規定により

公告します｡

平成��年�
月
	日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 入札に付する事項

� 購入物品及び数量

ア 土木施設パトロールカー (����

クラス以上ダンプタイプ､ Ｗキャブショートタイプ､ 最大積載量����

～�トン積) �台

イ 土木施設パトロールカー (����

クラス以上ダンプタイプ､ Ｗキャブロングタイプ､ 最大積載量����～

�トン積) �台

� 購入物品の特質等

購入物品の性能等に関し､ 三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する特質等を有することが必要です｡

� 納入期限

平成��年�月��日 (金)

� 納入場所

ア 鈴鹿建設事務所 (三重県庁で検収後)

平 成 ��年 �
月 
	日 第 ���
号三 重 県 公 報 (��)



イ 桑名建設事務所 (三重県庁で検収後)

� 入札参加者の資格に関する事項

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者でなければなりません｡

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第��号) 第���条の�の規定に該当しない者であること｡

� 三重県会計規則 (以下 ｢規則｣ といいます｡) 第��条第�項に規定する入札参加資格者名簿に登録されて

いる者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡

� 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる証明書等を平成�	年
月��日 (木) 午後�時��分までに�の�の場

所に提出しなければなりません｡

なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡

� 過去�年の間に国 (公社､ 公団及び独立行政法人を含みます｡)､ 県又は他の地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を締結し､ 当該契約を履行した実績の有無を示す証明書

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その� 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過去


月以内に発行したものです｡) の写し

� 三重県に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去
月

以内に発行したものです｡) の写し

� 入札説明書 (仕様書) に示す特質等を有することを示す機能及び価格証明書

� 入札手続等に関する事項

� 担当部局

〒���－���� 三重県津市広明町��番地

三重県出納局出納総務室契約調整グループ 担当 土性

電話 ��	－���－����

� 入札説明書 (仕様書) の配布方法

�の場所で､ 平成��年��月��日 (火) から平成�	年
月��日 (木) まで (三重県の休日を定める条例 (平

成元年三重県条例第�号) 第
条に規定する休日を除きます｡ ) の午前�時��分から午後�時��分まで配布

します｡

� 入札書提出の日時及び場所

日時 平成�	年
月��日 (水) 
の�のア 午前��時��分


の�のイ 午前��時��分

場所 三重県津市広明町��番地

三重県庁 
階 第���会議室

� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡

� 入札方法等に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人が行うものとします｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任

状を提出するものとします｡

なお､ 再度入札をすることもありますので､ 開札には原則として､ 本人又はその代理人が立ち会うもの

とします｡

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 入札書に記載された金額の���分の�に相当する額を加算した金額 (当該

金額に
円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって契約金額としますので､

入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額

の���分の���に相当する金額を記載するものとします｡

ウ 入札保証金

入札保証金は､ 入札価格の���分の�以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第
項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

エ 契約保証金
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契約保証金は､ 契約金額の���分の��以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した物品を納入できると三重県知事が判断した入札者であって､ 規則第��条の規

定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者及び規則第

��条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は無効とします｡

� その他

� 契約書作成の要否

要

� 入札の中止

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡

� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県会計規則 (昭和	
年三重県規則第��号) 第�
条の規定により

公告します｡

平成��年��月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 入札に付する事項

� 購入する物件の種類

三重県各庁舎等で使用する電気

� 購入する物件の特質等

購入する物件の性能等に関し､ 三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する特質等を有することが必要

です｡

� 需要場所､ 需給期間及び予定使用電力量

ア 三重県栄町庁舎 (三重県津市栄町�丁目
��番地)

需給期間 平成�
年
月��日午前�時から平成��年
月��日午後��時まで

予定使用電力量 	���������

イ 三重県吉田山会館 (三重県津市栄町�丁目�
�番地)

需給期間 平成�
年
月��日午前�時から平成��年
月��日午後��時まで

予定使用電力量 �����
����

ウ 三重県津庁舎 (三重県津市桜橋�丁目���－	�)

需給期間 平成�
年
月��日午前�時から平成��年
月��日午後��時まで

予定使用電力量 ������������

エ 三重県久居庁舎 (三重県津市久居明神町����－�)

需給期間 平成�
年
月��日午前�時から平成��年
月�日午後��時まで

予定使用電力量 �

�
�����

オ 三重県桑名庁舎 (三重県桑名市中央町�丁目��)

需給期間 平成�
年
月�日午前�時から平成��年�月	�日午後��時まで

予定使用電力量 	���������

カ 木曽岬干拓地排水機場 (三重県桑名郡木曽岬町新輪�丁目)

需給期間 平成�
年
月
日午前�時から平成��年
月�日午後��時まで

予定使用電力量 ���������

キ 三重県四日市庁舎 (三重県四日市市新正
丁目��－�)

需給期間 平成�
年
月�日午前�時から平成��年�月	�日午後��時まで

予定使用電力量 �	��������

ク 三重県鈴鹿庁舎 (三重県鈴鹿市西条�丁目���)

需給期間 平成�
年
月�日午前�時から平成��年
月�日午後��時まで

予定使用電力量 	���	�����
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ケ 三重県伊賀庁舎 (三重県伊賀市四十九町����)

需給期間 平成��年�月�日午前�時から平成��年�月	日午後��時まで

予定使用電力量 ���
���
��

コ 三重県松阪庁舎 (三重県松阪市高町���)

需給期間 平成��年�月�日午前�時から平成��年�月�日午後��時まで

予定使用電力量 ���
���
��

サ 三重県伊勢庁舎 (三重県伊勢市勢田町���)

需給期間 平成��年�月�日午前�時から平成��年�月�日午後��時まで

予定使用電力量 ���
���
��

シ 三重県志摩庁舎 (三重県志摩市阿児町鵜方����－�)

需給期間 平成��年�月�日午前�時から平成��年�月	日午後��時まで

予定使用電力量 ���
���
��

ス 三重県尾鷲庁舎 (三重県尾鷲市坂場西町�番�号)

需給期間 平成��年�月��日午前�時から平成��年�月��日午後��時まで

予定使用電力量 ���
���
��

セ 三重県熊野庁舎 (三重県熊野市井戸町���)

需給期間 平成��年�月��日午前�時から平成��年�月��日午後��時まで

予定使用電力量 ���
���
��

� 業種及び用途

官公署 (事務所)

� 供給計画等

仕様書に示すとおりです｡

	 入札参加者の資格に関する事項

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者でなければなりません｡

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第��号) 第���条の�の規定に該当しない者であること｡

� 三重県会計規則 (以下 ｢規則｣ といいます｡) 第��条第	項に規定する入札参加資格者名簿に登録されて

いる者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡

� 電気事業法 (昭和��年法律第���号) 第�条第�項により経済産業大臣の許可を受けている一般電気事業

者又は同法第��条の	第�項により経済産業大臣に届出を行っている特定規模電気事業者であること｡

� 特定規模電気事業者にあっては､ 電気の供給実績があること｡

� 手形交換所から取引停止処分を受けていない者であること｡

� 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる証明書等を平成��年�月��日 (月) 午後�時��分までに�の�の場

所に提出し､ 競争入札参加資格の確認を受けなければなりません｡

なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡

� 過去	年の間に国 (公社､ 公団及び独立行政法人を含みます｡)､ 県又は他の地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を締結し､ 当該契約を履行した実績の有無を示す証明書

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その� 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過去�

月以内に発行したものです｡) の写し

� 三重県に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去�月

以内に発行したものです｡) の写し

� その他入札説明書に示す書類等

� 入札手続等に関する事項

� 担当部局等

�の�のアからエまで

〒���－���� 三重県津市広明町��番地

三重県出納局出納総務室 担当 石黒､ 富岡

電話 ���－���－����
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�の�のオ及びカ

〒���－���� 三重県桑名市中央町�丁目��

三重県出納局会計支援室 地域出納グループ (桑名市駐在) 担当 藤川

電話 ��	
－�
－���


�の�のキ

〒���－���� 三重県四日市市新正�丁目��－�

三重県出納局会計支援室 地域出納グループ (四日市市駐在) 担当 中村

電話 ��	－
��－��	�

�の�のク

〒��
－���	 三重県鈴鹿市西条�丁目���

三重県出納局会計支援室 地域出納グループ (鈴鹿市駐在) 担当 垣野

電話 ��	－
��－	�	�

�の�のケ

〒���－��

 三重県伊賀市四十九町����

三重県出納局会計支援室 地域出納グループ (伊賀市駐在) 担当 木下

電話 ��	�－�
－�
��

�の�のコ

〒���－���� 三重県松阪市高町�
�

三重県出納局会計支援室 地域出納グループ (松阪市駐在) 担当 中川

電話 ��	�－��－��		

�の�のサ及びシ

〒���－���� 三重県伊勢市勢田町���

三重県出納局会計支援室 地域出納グループ (伊勢市駐在) 担当 堀田

電話 ��	�－��－�
�


�の�のス

〒��	－
�	� 三重県尾鷲市坂場西町�番�号

三重県出納局会計支援室 地域出納グループ (尾鷲市駐在) 担当 鈴木

電話 ��	�－�
－
���

�の�のセ

〒��	－

	
 三重県熊野市井戸町
��

三重県出納局会計支援室 地域出納グループ (熊野市駐在) 担当 川端

電話 ��	�－��－����

� 入札説明書 (仕様書) の配布方法

ア 配布期間

平成��年��月��日 (火) から平成�	年�月��日 (金) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元年三重

県条例第�号) 第�条に規定する休日を除きます｡) の午前�時
�分から午後�時��分まで配布します｡

イ 配布場所

�の各場所において配布します｡ また､ �の�のオからセまでについては､ 三重県出納局出納総務室

(三重県津市広明町�
番地) においても配布します｡

� 競争入札参加資格の確認結果通知

平成�	年�月�	日 (金) に通知します｡

� 入札書提出の日時及び場所

ア 日時 平成�	年�月��日 (木)

�の�のア 午前�時
�分

�の�のイ 午前��時��分

�の�のウ 午前��時��分

�の�のエ 午前��時
�分

�の�のオ 午前��時��分

�の�のカ 午前��時��分

�の�のキ 午前��時
�分
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�の�のク 午前��時��分

�の�のケ 午後�時��分

�の�のコ 午後�時��分

�の�のサ 午後�時��分

�の�のシ 午後�時��分

�の�のス 午後�時��分

�の�のセ 午後�時��分

イ 場所

�の�のアからクまで

三重県津市広明町��番地

三重県庁 �階 第���会議室

�の�のケからセまで

三重県津市広明町��番地

三重県庁厚生棟 �階 入札室

� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡

� 契約条項を示す場所

入札説明書 (仕様書) に示すとおりです｡

� 入札方法等に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人が行うものとします｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任

状を提出するものとします｡

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 消費税及び地方消費税を含めた金額 (�円未満の端数があるときは､ その

端数金額を切り捨てた金額) を記載するものとします｡

ウ 入札保証金

入札保証金は､ 入札価格の���分の	以上の額とします｡ ただし､ 規則第
�条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

エ 契約保証金

契約保証金は､ 契約金額の���分の��以上の額とします｡ ただし､ 規則第
�条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した物件を納入できると三重県知事が判断した入札者であって､ 規則第��条の規

定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者及び規則第


�条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は､ 無効とします｡

	 その他

� 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限ります｡

� 契約書作成の要否

要

� 入札の中止

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡

� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県会計規則 (昭和��年三重県規則第��号) 第��条の規定により

公告します｡

平成�
年��月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦
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� 入札に付する事項

� 購入物品及び数量

コンピュータシステム一式 (搬入､ 設置､ 調整､ ネットワーク工事､ 電気工事等を含みます｡)

� 購入物品の特質等

購入物品の性能等に関し､ 三重県知事が入札説明書 (仕様書) で指定する特質等を有することが必要です｡

� 納入期限

平成��年�月��日 (火)

� 納入場所

三重県鳥羽市安楽島町����番地

三重県立鳥羽高等学校 管理・特別教室棟�階 情報実習室及び情報準備室

	 入札参加者の資格に関する事項

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者でなければなりません｡

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第�
号) 第�
�条の�の規定に該当しない者であること｡

� 三重県会計規則 (以下 ｢規則｣ といいます｡) 第
�条第	項に規定する入札参加資格者名簿に登録されて

いる者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡

� 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる証明書等を平成��年�月��日 (月) 午後�時までに�の�の場所に

提出しなければなりません｡

なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡

� 過去	年の間に国 (公社､ 公団及び独立行政法人を含みます｡)､ 県又は他の地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を締結し､ 当該契約を履行した実績の有無を示す証明書

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その� 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過去


月以内に発行したものです｡) の写し

� 三重県に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去
月

以内に発行したものです｡) の写し

� 入札説明書 (仕様書) に示す特質等を有することを示す機能証明書 (内容等が分かる仕様図面等を含みま

す｡)

� ｢競争入札参加審査結果 (登録) 通知書 (物件の買入れ等)｣ の写し

� 入札手続等に関する事項

� 担当部局

〒���－���� 三重県鳥羽市安楽島町����番地

三重県立鳥羽高等学校 担当 安井

電話 ����－��－���� ファクシミリ ����－��－��
�

� 入札説明書 (仕様書) の配布方法

�の場所で､ 平成��年�月�日 (火) から同月��日 (金) までの午前�時��分から午後�時まで配布しま

す｡

� 入札書提出の日時及び場所

日時 平成��年�月��日 (月) 午後�時��分

場所 三重県鳥羽市安楽島町����番地

三重県立鳥羽高等学校 管理・特別教室棟�階 校長室

� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡

� 入札方法等に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人が行うものとします｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任

状を提出するものとします｡

なお､ 再度入札をすることもありますので､ 開札には原則として､ 本人又はその代理人が立ち会うもの

とします｡

平 成 ��年 ��月 �
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イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 入札書に記載された金額の���分の�に相当する額を加算した金額 (当該

金額に�円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって契約金額としますので､

入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額

の���分の���に相当する金額を記載するものとします｡

ウ 入札保証金

入札保証金は､ 入札価格の���分の�以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

エ 契約保証金

契約保証金は､ 契約金額の���分の��以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した物品を納入できると三重県知事が判断した入札者であって､ 規則第��条の規

定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者及び規則第

��条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は､ 無効とします｡

� その他

� 契約書作成の要否

要

� 入札の中止

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡

� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県会計規則 (昭和	
年三重県規則第��号) 第�
条の規定により

公告します｡

平成��年��月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 入札に付する事項

� 業務名

三重県立水産高等学校実習船 ｢しろちどり｣ (総トン数�

トン) 春季ドック工事

� 履行期間

平成�
年
月�
日 (月) から同月��日 (水) までとします｡

� 履行場所

落札者が保有するドック内

� 業務の仕様等

入札説明書 (仕様書) によります｡

� 入札参加者の資格に関する事項

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者でなければなりません｡

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第��号) 第���条の�の規定に該当しない者であること｡

� 三重県会計規則 (以下 ｢規則｣ といいます｡) 第��条第�項に規定する入札参加資格者名簿に登録されて

いる者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡

� しろちどりの定係港である和具港から���マイル (約�����) 以内の距離に､ 工事を履行するドックを有

すること｡


 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる証明書等を平成�
年�月�日 (金) 午後�時までに�の�の場所に

提出しなければなりません｡

なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡
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� 過去�年の間に国 (公社､ 公団及び独立行政法人を含みます｡)､ 県又は他の地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を締結し､ 当該契約を履行した実績の有無を示す証明書

� ｢競争入札参加資格審査結果 (登録) 通知書 (物件の買入れ等)｣ の写し

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その� 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過去�

月以内に発行したものです｡) の写し

� 県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去�月以

内に発行したものです｡) の写し

� 入札手続等に関する事項

� 担当部局

〒���－���� 三重県志摩市志摩町和具	��


三重県立水産高等学校 担当 高山

電話 ����－
�－��	� ファクシミリ ����－
�－��
�

� 入札説明書 (仕様書) の配布方法

�の場所で､ 平成�
年�	月	�日 (火) から平成��年
月	�日 (木) まで (三重県の休日を定める条例 (平

成元年三重県条例第�号) 第
条に規定する休日を除きます｡) の午前�時から午後�時まで配布します｡

� 入札説明会の日時及び場所

日時 平成��年
月	�日 (木) 午後�時

場所 三重県志摩市志摩町和具	��


三重県立水産高等学校 実習船しろちどり内

なお､ 入札説明会当日に､ 工事内容に関する現場説明会を実施します｡

� 入札書提出の日時及び場所

日時 平成��年�月��日 (金) 午後�時

場所 三重県志摩市志摩町和具	��


三重県立水産高等学校 会議室

� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡

� 入札方法等に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人が行うものとします｡ ただし､ 代理人が入札をする場合には､ 入札前に委

任状を提出するものとします｡

なお､ 再度入札をすることもありますので､ 開札には原則として､ 本人又はその代理人が立ち会うもの

とします｡

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 入札書に記載された金額の���分の�に相当する額を加算した金額 (当該

金額に
円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって契約金額としますので､

入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額

の���分の���に相当する金額を記載するものとします｡

ウ 入札保証金

入札保証金は､ 入札金額の���分の�以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第
項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

エ 契約保証金

契約保証金は､ 契約金額の���分の��以上の額とします｡ ただし､ 規則第��条第
号各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した業務を履行できると三重県知事が判断した入札者であって､ 規則第��条の規

定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者及び規則第

�	条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は､ 無効とします｡

� その他
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毎 週 火､ 金 曜 日 発 行
購読料 (送料並びに消費税及び地方税含む｡)

�箇 月 �����円
�箇 年 ������円

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡
����	

�����
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平成��年��月��日発行
津市広明町��番地
三 重 県
印刷・販売 株 式 会 社 伊 勢 出 版

〒�������津市藤方亀の越���
��������������代��� ����������

を に 、 ｢ 各 課 ｣ を ｢ 各 部 局 ｣ に 改 め 、

� 契約書作成の要否

要

� 入札の中止

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡

� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡

正 誤
平成��年!月��日付け三重県公報号外に登載しました､ 三重県公印規則の一部を改正する規則中

ページ 行

! "

誤

｢ ｢

｣ ｣

正

｢

を

｣

｢

｣

平 成 ��年 ��月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)

三
重
県
((
部
名
又

は
局
名
)
及
び
(課

名
又
は
室
名
))

出
納

員
印

三
重
県

(
部

名
又
は
局
名
)

出
納
員
印

方 二 一 て ん 書 木 出 納 事 務 用 各 課

方 二 一

方 二 一

て ん 書

て ん 書

木
木

出 納 事 務 用

出 納 事 務 用

県 土 整 備 部 ( 二 ) ( 三 )

( 四 ) ( 五 )

各 課

に 改 め 、

三
重
県
((
部
名
又

は
局
名
)
及
び
(課

名
又
は
室
名
))

出
納

員
印

三
重
県

(
部

名
又
は
局
名
)

出
納
員
印

三
重
県

(
部

名
又
は
局
名
)

出
納
員
印

(
)



平 成 ��年 ��月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)


